
公立大学法人神戸市外国語大学の利益処分の考え方 

 
１．剰余金の考え方 

 地方独立行政法人法第 40 条に基づき、各事業年度及び中期目標期間終了後の剰余金は以下のとお

り処分することとなっている。 
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(参考)神戸市外国語大学中期計画で定めた剰余金（目的積立金）の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 
 
 
２．神戸市外国語大学の利益処分の考え方（案） 

 
地方独立行政法人法第 40 条第 3 項に定める市長の承認は、公立大学法人神戸市外国語

大学（以下「法人」という。）の経営努力と認定した場合に行う。 
経営努力の認定は下記の要件に該当する場合とし、法人は経営努力によることの説明責

任を果たさなければならない。 
(1) 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から

生じた利益 
(2) 中期計画及び年度計画の記載内容に照らし、法人が行うべき業務を効率的に行った

結果生じた利益（行うべき業務を行わなかった結果、費用が減少した場合は、経営努

力によらないものとする） 
(3) その他、法人において経営努力によることを立証した利益 

 
 

剰余金（当期未処分利益）

経営努力により生じた利益かどうか 

※評価委員会の意見を聴き市長が承認 

目的積立金 
次年度以降、中期計画で定めた

剰余金の使途として使用可能 

積立金 
次年度以降、損失の補填に充当

可能 

目的積立金の残額を積立金に

振り替え 
積立金 

 

○承認を受けた額は次期中期目標期間の財源に 
○それ以外の残額は市に返納 
 

※評価委員会の意見を聴き市長が承認 
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